
 

直 第３号様式 

２０２６．０４ 

直結増圧式給水条件承諾書 

令和     年     月     日 

仙台市水道事業管理者 様 

協 議 番 号      ― 水道番号              ～ 

申 請 地  仙台市     区 

建 築 物 名  

申請者（所有者）

住所・氏名 

 

 

（電話     －    －      ） 

建築物管理者（管

理人）住所・氏名 

 

 
（電話：平日     －   －     ） 

（電話：休日･夜間   －   －     ） 
※本人(代表者)が自署しない場合は，記名押印してください。 

 

直結増圧式による給水のために，下記の条件を承諾いたします｡ 

記 

1．使用者等への周知 
次の特徴を理解し，使用者等に周知させるとともに，水道局に対し給水について一切の異議・

申立てをしないこと。 
① 水道施設の工事等に伴う断水・濁水に対応するため増圧設備の操作（停止及び復旧に係る

もの）及びメンテナンスを必要とするときは申請者（所有者）又は建築物管理者（管理人）
の責任で行うこと。なお，水道局からの通知に拘らず増圧設備の操作を怠ったことに起因
する増圧設備並びにメーター以降の給水用具の故障等については，水道局では一切の補償
を行わないこと。 

② 停電・設備の故障，災害等による水道施設の事故等，水道施設の工事等による水圧低下に
伴い出水不良等が生じたときには，非常用水栓を使用すること。 

③ 水道局が行う計画的な断水時及び緊急的な断水時には建築物内広報等にも協力し，受水槽
のような貯留機能がないため，水の使用ができなくなること。 

2．損害の補償 
本給水方式に起因して逆流又は漏水が発生し水道局若しくはその他の使用者に損害を与えた

場合は，責任を持って補償すること。 
3．定期点検及び修理 

直結増圧設備の機能を適正に保つため適宜，保守点検及び修理を行うとともに，１年以内ご
とに１回以上の定期点検を行うこと。 

4．所有者等の変更 
申請者（所有者）又は建築物管理者（管理人）を変更するときは，変更後の申請者（所有者）

又は建築物管理者（管理人）にこの条件承諾書を継承するとともに，本様式にて承諾書を作成
し水道局に提出すること。 

5．既設配管使用の責任 
既設受水槽以下の装置を使用し，直結増圧式給水に変更した場合，これに起因する漏水等の

事故については所有者又は使用者等の責任において解決するとともに，水道局の指導に従い速
やかに改善すること。 

6．メーター交換時の措置及び入館協力 
① 計量法に基づく水道メーターの取替え及び水道メーターの異常等による取替えの際には，

水道局に協力し断水することを承諾すること。 
② 水道局が行う水量・水圧・漏水防止等の調査について協力すること。 
③ オートロックマンション等の検針・料金徴収業務等及びメーター交換業務時の入館につい

て協力すること。 
7．条例・規程の遵守 

上記各項のほか，取扱上必要な事項は，仙台市水道事業給水条例・同施行規程を遵守して施
行すること。（ 給水装置の管理上の責任は所有者，使用者の方々ご自身にあります。（仙台市水
道事業給水条例第 17 条） ） 

8．上記事項の条件を使用者等に周知徹底し，本給水方式に起因する紛争等については当事者間で
解決し，水道局に一切迷惑をかけないこと。 


